
岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年９月１９日

岬町長 田代 堯

岬町規則第２１号

岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定

障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則

岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援事業者の指定等に関する規則（平成２９年岬町規則第４号）の一部を次

のように改正する。

第２条中「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請

書（様式第１号）」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

（様式第１号）」に改める。

第３条中「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新

申請書（様式第２号）」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様

式（様式第２号）」に改める。

第４条中「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届出

書（様式第３号）」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

（様式第３号）」に改める。

様式第１号から第３号を次のように改める。















附 則

（施行期日）

1 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。


